
福津市福祉避難所開設・運営マニュアル 改正新旧対照表 

 

項 箇所 新表記（案） 旧表記 理由 

１０ １ 福祉避難所対

象者の把握 

１～８行目 

(1) 指定避難所からの報告（P15 フ

ロー図①②） 

市災害対策本部からの指示により、各

避難所担当派遣職員は、指定避難所に

避難してきた人の中に福祉避難所の対

象者となる人がいるかどうかをP17の

【指定避難所で配慮が必要な避難者を

判断する際の指標の例】を参考にして

確認し、保健福祉班に報告します。 

(2) 指定避難所での面談（P15フロ

ー図②） 

保健福祉班は、福祉避難所の対象とな

る人について、各避難所担当派遣職員

に【スクリーニングシート（様式

１）】の表面での調査の指示を行い

ます。 

(1) 指定避難所からの報告（P15 フ

ロー図①②） 

市災害対策本部からの指示により、各

避難所担当派遣職員（市民班）は、指

定避難所に避難してきた人の中に福祉

避難所の対象者となる人がいるかどう

かをP17の【指定避難所で配慮が必要

な避難者を判断する際の指標の例】を

参考にして確認し、保健福祉班に報告

します。 

(2) 指定避難所での面談（P15フロ

ー図②） 

保健福祉班は、福祉避難所の対象とな

る人について、各避難所担当派遣職員

（市民班）に【スクリーニングシート

（様式１）】の表面での調査の指示

を行います。 

各避難所担当派遣職

員は、市民班に限っ

たことではないた

め、削除。 

１０ ２ 協定締結福祉

避難所の開設 

８～１０行目 

保健福祉班は開設・運営事業所等から

の相談を受け付け、必要に応じて開

設・運営事業所の支援を行います。 

福祉避難所を開設したときは、福祉避

難所担当職員を派遣します。当面は

24 時間対応が必要な場合も考えられ

開設・運営に対する

対応を、災害対策本

部及び福祉総務係で



ることから、必ず福祉避難所担当職員

の交替要員を確保します。また、保健

福祉班は開設・運営事業所等からの相

談を受け付け、必要に応じて開設・運

営事業所の支援を行います。 

対応するため。 

１６ 協定締結福祉避難

所の開設から閉鎖

までの流れ（イメ

ージ） 

協定締結福祉避難

所 

⑤避難所運営 

・必要物資の要請・受入等 

・支援サービスの提供 

・ボランティア等の要請・受入 

⑥避難者の退所調整 

・市災害対策本部と協力しながら、避

難者の退所に向けた協議の実施 

⑦福祉避難所の統廃合または閉鎖 

⑧運営費の整理・請求 

・費用にかかった人件費、備品等の経

費の請求 

⑤福祉避難所担当職員と協力し、避難

者の支援の実施 

⑥避難所運営 

・必要物資の要請・受入等 

・支援サービスの提供 

・ボランティア等の要請・受入 

⑦避難者の退所調整 

・市災害対策本部と協力しながら、避

難者の退所に向けた協議の実施 

⑧福祉避難所の統廃合または閉鎖 

⑨運営費の整理・請求 

・費用にかかった人件費、備品等の経

費の請求 

開設・運営に対する

対応を、災害対策本

部及び福祉総務係で

対応するため。 

１６ 

 

 

 

 

 

協定締結福祉避難

所の開設から閉鎖

までの流れ（イメ

ージ） 

福津市災害対策本

部 

 (7)物資・人材の確保 

・施設から要請を受けて、物資の調達・

配送、人材の派遣 

(8)避難者の退所調整 

・施設と調整しながら、避難者の対処

に向けた関係機関との調整の実施 

・必要に応じて避難所統廃合の検討 

 (7) 福祉避難所担当職員の派遣 

・避難者の相談窓口、避難者の状況確

認、要望等の把握 

(8)物資・人材の確保 

・施設から要請を受けて、物資の調達・

配送、人材の派遣 

(９)避難者の退所調整 

開設・運営に対する

対応を、災害対策本

部及び福祉総務係で

対応するため。 



 (9)福祉避難所の統廃合または閉鎖の

連絡 

(10)運営費用の支払い 

・施設から請求を受けて、運営にかか

った人件費、備品等の経費の支払い 

・施設と調整しながら、避難者の対処

に向けた関係機関との調整の実施 

・必要に応じて避難所統廃合の検討 

(10)福祉避難所の統廃合または閉鎖の

連絡 

(1１)運営費用の支払い 

・施設から請求を受けて、運営にかか

った人件費、備品等の経費の支払い 

 


